
2006.01.25 : 防災・危機対策調査特別委員会 
「建物の減災対策について」 
 

池田友信委員   

今の報告、建物の減災対策、特にこの表でいきますと、５６年以前に建てたも

のは危ないからまず診断をしてくださいということだと思うんですが、戸建て

で７万５０００戸、マンションで２３０棟、そういう呼びかけた結果、改修診

断ということについて戸建てで１，８００件、マンションで７７件、その９８％

が危ないということですよね。そしてその戸建ての中で４００件が改修計画を

申請して、５５件が改修したということで読んでいいかどうかと、それからマ

ンションが７７件の改修診断をしていましたが、実際に改修したというのはな

いんですか。 

 

住宅宅地部参事兼住環境整備課長   

まず第１点目の戸建て木造の方につきましては、ことしの分の５２件と今申し

込みいただいている２０４件を合わせて、２５６件が改修に取り組んでいると

いう状況でございます。 

 マンションは、実は今の耐震予備診断というのは本診断という診断を経て改

修をするという形になってございまして、実際に耐震予備診断後の本診断に取

り組んでいるという事例がほとんどない状況でございまして、改修までなかな

か踏み込めないという状況になってございます。 

 

池田友信委員   

それは民間の御都合ですからいいと思うんですよね。やっぱり行政側としてや

らなくてはならない、あるいはこういった災害を最小限に防ぐためのいろんな

事前の手だてとしては、こういう昭和５６年以前の建物が９８％も危ないとい

う状況のこの実績を踏まえて、いかに戸建ての７万５０００戸と２３０棟のマ

ンションを診断するかということに対して問題の提起をすることが行政の役割

としてはそういうことをしていかないと、それは１割の費用でいいんですよと

いうところが今仙台市でやっていてそれを展開すると。これをつぶしていくこ

とが私は行政側としての市民に安心、安全なまちをつくるための役割だと思う

んですね。改修をするかしないかということはその診断を受けてやるのは資金

の都合もありますから、これは民間の方々の認識の問題だと思うんですけれど

も、問題は７万５０００戸と２３０棟のマンションの方々に診断の対象になっ

ていることの周知、診断をするためにどういうふうに周知していくかという計

画と努力が必要だと思うんですね。その後の判断については、それは資金繰り



とかいろいろあるでしょうから、それにしても我々も行政側としてはそういう

ところをどういうふうに広めていくかという努力を一般市民の方々にやっぱり

お示しすることが必要だと思うんですが、その辺の計画というか考え方という

のはあるんですか。 

 

住宅宅地部参事兼住環境整備課長   

今後の取り組みのところでお話をさせていただきましたけれども、我々といた

しまして、御指摘のとおり、実際に取り組む方々にいかに我々の事業を周知す

るか、あるいはそれに関連する情報を提供するかといったことが大きな課題だ

というふうに考えてございます。これまでもセミナーとか先ほどお話しした出

前講座といったところでの情報提供、町内会の協力をお願いして情報を提供す

るとかいうことをしてまいりました。今後も、市のホームページ上もこういっ

た事業を紹介をさせていただいているんですが、やはりパソコンを使っている

方が対象になるということで、それ以外の方にもやはりそういった情報伝達を

していかなければいけないということで、県とも今協議をさせていただいてい

るんですが、テレビ等の放映、長い時間は費用もかかるということで大変なん

ですけれども、そういった方法での提供。それからマンションについては確認

できているところには個別に情報提供してございますので、住宅等につきまし

ても今後、区の建築宅地課等とも連携を図って、できるだけ個別に情報が伝わ

るような方法論を検討いたしまして、今お話ししたような関連情報をきめ細か

く提供していくような取り組みをしてまいりたいというふうに考えています。 

 

池田友信委員   

やはり昭和５６年以前の、これは昭和５６年以後は安心だということではない

と思うんですが、昭和５６年の一つの目安を市民にいかにアピールするかと、

改修する方向にぜひ御努力いただきたいということが目的だと思うんですね。

したがって、診断を受けるということが、まず第一のクリアしなければならな

いことですが、せっかく２５６件が改修まで至ったわけでしょう。診断を受け

て、計画を作成して、補助をつけて、そして改修をやったと。問題は、この実

績をやはりいかにＰＲするかですよ。これをしないと、こういう危険な建物は、

結果的に災害になって被害が起きて、それでいろんな形で他人に迷惑もかける

ような形になるでしょう。それをいかに防止するかということに対しての努力

をしてくださいということの取り組みですから。したがって、それが持ち主も

もちろんでありますが、地域としてもそういう努力をしたところと、していな

いでいざ災害のときにいろんな意味で倒壊してほかに迷惑をかけるという状況

は、やはり事前のＰＲをしているかしていないかによると思うんですね。この



２５６件というのは、私は表彰ものだといえばちょっとおかしいかもわからな

いですけれども、他人に迷惑をかけないように努力をしたということの評価を

して、評価と同時にこういった形に至るまでの難しさとか解決の仕方とか、あ

るいはそういう意味での昭和５６年以前の方々にそういうことを感じさせるよ

うにしなくてはならないでしょう。だから、その部分をやはりこれから行政側

としてはいかにＰＲするかということで、できるだけ御了解いただいて改修に

至るまでのそういうプロセスとかそういうことを、こういうところが欠陥だっ

たとか、こういう部分をこういうふうに改修しましたとか、そんなことがＰＲ

すべきことかなと思っているんです。ましてや、マンションの２３０棟のうち

７７棟診断して、９０％ぐらい改修しなければならないことなんでしょう。そ

れがまだ改修されていないというところに、大きな地震が来て、もしどさっと

なった場合に仙台市としてどうしてそういうことを問題提起して改修させなか

ったのかというような形に逆に言われる部分が出てくるわけですよね。ですか

らその辺をぜひ考えて、喚起をさせると。あるいは、これは持ち主の民間で改

善しなければならないことでしょうけれども、そういう問題意識を高めていく

かということの御努力をひとつ工夫していただきたいということを申し上げた

いと思います。 

 

防災安全部参事兼防災安全課長   

それでは、資料２、資料３の説明をさせていただきたいと存じます。 

 まず最初に、資料２の方でございますけれども、国の地震調査研究推進本部

がございますけれども、そちらで平成１５年に公表されておりました宮城県沖

地震を想定した強震動の評価の誤りがあったということがありまして、１２月

１４日に政府の地震調査会で強震動評価が審議されて公表されたということで

ございます。 

 今回の誤りにつきましては、昭和５３年の宮城県沖地震の震源域における地

震の強震動を計算する際に、地盤のデータを南北取り違えた状況で計算された

ということで、例を言いますと、海の方になりますけれども仙台湾の中心部付

近の堆積物が積もった軟弱な地盤のデータを石巻なり登米の方の地盤データと

して計算してしまったということで、両市の震度が高目に出たという状況でご

ざいます。 

 本市の関係でございますけれども、2)の方に修正前と修正後の震度の分布を

比較してございますが、基本的には震度６強というところはございませんで、

基本的に震度６弱になるんですが、１キロメッシュでございますけれども、青

葉区では修正後には五つほど震度６弱の部分がふえている、泉区に関しまして

は１０、太白区に関しましては３、それから宮城野区と若林区に関しましては



震度６弱の部分が減っている状況でございます。これは、国が計算を間違って

いたということですが、平成１４年に行いました本市の地震被害想定の調査に

関しましては、こういうデータ等の誤りはございませんでしたので、基本的に

は評価の誤りはないということを報告させていただくとともに、そのときの評

価でございますけれども、基本的には震度６弱を中心としながらも震度６強の

地震の領域もございますものですから、この国の調査よりも基本的には仙台市

が行った地震調査は想定がちょっと上回っている震度階になっていることを御

報告させていただきたいと存じます。 

 続きまして資料３でございますけれども、去る１月１１日になりますけれど

も、平成１８年の１月１日を基準日としました宮城県沖地震の発生確率の値が

公表されましたので、それについて御説明させていただきたいと思いますが、

宮城県沖地震についての措置に関しまして昨年と同様の数値となっておりまし

て、宮城県沖地震から時間的な経過がございますものですから、経過率に関し

ましては０．７４ということで０．０２ポイントほど上昇しておりますが、基

本的には発生確率に関しては変化ございません。宮城県沖地震の発生確率が極

めて高いということで、今回の公表分には記載されておりませんけれども、昨

年度評価の文中ではこれらを踏まえ地震発生の可能性は年々高まっており、今

後２０年程度以内に次の地震が起こる可能性は高いと考えているというような

状況もございますので、その中で３０年より長期の確率値は掲載していないと

いう注意書きもありましたところでございます。本市といたしましても、今後

とも来るべき宮城県沖地震の災害に備えまして、その被害軽減のために引き続

き取り組んでまいる所存でございます。 

 なお、８．１６宮城県沖地震の後に東北大によりまして１９３６年の宮城県

沖地震前後のマグニチュード７クラスの地震の余震域の研究等が報告されてお

りますけれども、それで各種検討されておりますが、１１月現在での国におけ

る地震調査研究推進本部では、想定される宮城県沖地震の長期評価を見直すよ

うな議論には至っていないということを伺っておるところでございます。なお、

長町利府線断層帯についての発生確率に関しましては３０年以内に１％以下と

いうことで変更ございません。 

 

池田友信委員   

２点ありますが、１点は強震動評価の修正については、前にもお話ししていま

すが、シミュレーションを含めて機械で判断したことは入力の中身によってど

うにでもなりますから、だからすべてをそれにまとめてやるのではなくて、入

力の仕方が今回間違ったわけでしょう。その辺はそういった機械の部分で判断

されるし、特にシミュレーションなどは入力についての数字をどんな形で入れ



ているのかですから、それをすべてという形に受けとめずに、いろんな意味で

大所高所から判断すべきだというふうに思います。 

 それから、今正木委員からも話がありましたけれども、私も宮城県沖地震の

発生の間隔の問題について、１０年以内に５０％という表現が果たしていいの

かどうかという部分があります。２０年以内に９０％、これはまあそういう部

分ではわかるわけですが、この２０年以内の９０％という受けとめと、やっぱ

り１０年以内５０％と、これはえらい違いですね。ですから、そこを是非考え

ていかなくてはならないと思うんですが、その下にあります宮城県沖地震の発

生の間隔の状況を見ますと、過去の６回の平均が３７．１年でしょう。前回の

発生から見るともう２７年経過しているわけです。平均年数からいったらもう

１０年しかないんですね、ある意味では。それから今までの過去の例から見る

と、間隔で短いのだと２６．３年でしょう。そういう状況を見たら、間隔とし

てはもう過ぎているんですから。過去の平均の実績から見ると２７年という経

過をしているということを考えますと、確率は１０年以内で５０％という表現

で市民の受けとめ方は非常に安心感というか、あんまり危機感を感じないとい

う感じに受けとめるのではないですかね。２０年以内９０％、これはそういう

意味で危機感を感じますが。平均間隔からするとあと１０年しかないし、過去

の実績からいっても過ぎているんですからね。私はこの１０年以内５０％とい

う表現がどういうデータでどんな形で発表したのかわかりませんが、これはこ

こだけ受けとめたら私は５０％、半分、来るか来ないかわからないという感覚、

先ほど正木委員からも言ったように、まさに私はそうだと思うし、この表現が

適切なのかどうかということについては、国がそういう表現をしているから仕

方ないということではないですか。この辺はそういう問題意識は、受けとめは

ないんですか。 

 

消防局長   

ただいま報告させていただいた件は、政府の地震調査研究本部ではこういう発

表がありましたと、修正がありましたということでその事実を報告させていた

だいたことでございます。実際、我々が出前講座とか、あるいはシンポジウム、

あるいはパネルディスカッション等々の場においては、５０％ということでき

ょうこの時間に発生してもおかしくないという切迫感を常に前面に出しまして、

そういうことでやらなければだめなこと、あるいは日常の行動で身につけてお

かなければならないこと等を繰り返し繰り返しいろんな場で周知を図っている

ところでございます。そういう意味で我々は単なる５０％だから来ないのでは

ないかなどという気持ちは到底ございませんで、いつ来てもおかしくないとい

う姿勢で取り組んでおりますので、御理解をいただきたいと思います。 



 

池田友信委員   

だからこういう災害発生の問題とか、市民の感情とか受けとめとかというもの

は、国が本当にその場の状況を受けとめて数字を発表するのかどうかという問

題なんですね。これは仙台市の消防局から見れば、上の方でお上が発表された

んだからその発表を数字で出したことなんですけれども、受けとめる市民がこ

れを見てどう受けとめるのかということを考えたら、私はこの数字というのは、

１０年という判断がえらい問題というか、重要だと思うんですよ。だからその

辺は、地方自治体としても国の発表を即それをそのまますぽんと出すのではな

くて、こういうものはそこでもんでもらいたいんですね。もんでもらいたいと

いうか、国が発表するんだから仕方ないんだけれども、やっぱり地方の方から

そういうものに対する表現の仕方を含めて、私はもっと国に言うべきことは言

う必要があると思うんです。こういう表現の仕方でいいんでしょうかというこ

と。それは地方自治体の方で受けて仕方ないといってぱっと出せばそれまでこ

ういうふうにして出てくるんでしょうけれども、私はこれは我々地方自治体が

どこまで使ってどういうふうにするのかというのは地方ですと、どうぞその辺

は触れずに２０年以降から表現してくださいと言えばいいのかどうか、それは

わからないですけれども。でも国の判断がちょっとわからないですね。そうい

う表現の仕方になるのは。大いに論議していただいて。 

 

池田友信委員   

まとめになる前に、やっぱりそういう意見を大いに交換しながら、議会として

特別委員会を設置して、こういった防災関係、危機対策に対して市民を代表し

て行政側にどういうことに取り組ませる、あるいは対策を講ずるかということ

が私はこの特別委員会の一番大きな意義だと思います。したがって、今年度の

中では減災対策ということで発生前の対策の問題を含めて取り上げております

が、私としてはこれは行政側としてこういう制度をつくります、こういう制度

のもとにひとつ皆さん自助努力してくださいということの行政側としてやる役

割、それが欠けているのか、対策をどういうふうにするかという論点だと思う

んですね。それはそれとして役割があるといいと思うんですが、私はもっと京

都と神戸を見て、行政側として今目の前にある宮城県沖地震の震災を受けられ

るような状況の中で、何が不足をしてどういうことを行政側に取り組ませるか

ということの課題、論議がもっとやっぱりあるのかなと思っております。特に

京都を見て、つくづくこれは仙台はおくれているなという部分を私は実感して

きたんですけれども、広域的になればなるほど、やはり自前だけの消防隊では

できませんから、いかにして応援部隊を受け入れてそれを対応して、機能的に



指揮をできるようにするかというと、京都の状況を見て、平成１７年に開所を

した第１次整備の消防総合センター、そして第２次整備をこれから平成２０年

に向けてやっていくという、そういう防災センターの建設が進められていると

いう状況を、仙台はまだそこの防災センターの計画さえないという状況に対し

て、私は強く必要性を強く感じると同時に、これから総合的なそういう広域災

害に対してどういうふうな対応、体制を考えるかということを、問題提起を今

回の特別委員会の中で、私はまとめていただければいいかなというふうに思っ

ています。 

 やはり、今の状況を見ると、いろいろ話を聞きますと、県外から来るそうい

った消防隊の集結場所と野営場所はあるようであります。しかし京都のように、

一堂に会して指揮をする、集結場所と宿泊と、それから災害対策をする、そう

いう指揮センターを含めた防災センターというのが仙台にはありませんので、

したがって県外から来られた方々がそれぞれの場所に集結し、野営をして指揮

をするためにわざわざ本庁の方に来るか、あるいは出向くかして分散するとい

う、機能的には非常にこれは考えなければならない状況にあるようであります

から、その辺の状況を議会側としてもこれから取り組んでいくことが必要では

ないかということを、これは問題提起をしていきたいなと思っております。 

 それから、現状の中で、災害が起きた場合のいろんな避難場所の問題含めて、

もっと掘り下げることが私はあるのかなと。市民の立場から見たら、もっと議

会の皆さん、こういうことに対してひとつ論議してくださいよという問題が、

声が非常に聞こえてきていますので、そういった部分が市はこれから議会とし

て掘り下げることが必要ではないかというふうに思っております。 

 ただ、一つ、私は評価として、今回のＡＥＤ講習会の実施は、ある意味では

これは広く進めなければならないと、知ってもらわなければならない、使って

もらわなければならないという立場から考えていくと、議会で取り上げていろ

んな形でやったということは、私はスタートとしては非常によかったのではな

いかなと思っております。 

 論議の視点が、私としてはそういった部分に掘り下げていくことが必要では

ないかと思っておりますので、まとめの前に一応私なりに考えたものを出して

いきたいと思っています。 

 

委員長   

異議なければ、次回は４月２５日火曜の午後１時からとさせていただきます。 

 次に、その他であります。まず、次回の委員会に向けて皆様から資料請求等

はございませんか。 

 



池田友信委員   

先ほどちょっと言った、県外から来た方々の集結野営場所の拠点と状況を資料

としていただきたいなと思っています。 

 

消防局長   

御要望の資料につきましては、用意させていただきたいと思います。 

 


